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■竹川真文 隊員
　愛知県から来ました竹川真文（たけかわまさふみ）
と申します。協力隊ミッションは情報発信です。アマ
チュアカメラマン歴５年のインフルエンサー（SNS を
使って多くの人に情報発信をする人）です。主に、自
然の写真撮影と、ドローンを活用した動画撮影、写真
撮影を行ってきました。強味はＩＴ(情報通信技術 ) に
精通していることで、情報発信に係るシステム改善や
構築にも関与できたらと考えています。過去、こども
プログラミング教室を２０回ほど開催しており、２０２０
年から始まる小学３年生以上を対象としたプログラミ
ング教育にも関われたらと思います。
　趣味は、旅、自然を楽しむこと。愛別町ならではの
魅力を一介の写真家として発信していきます。ぜひ、
よろしくお願いいたします。

よろしくお願いします！

地域おこし協力隊です

　昨年７月より地域おこし協力隊として活動してい
る、藏前隊員に加え、今年度より情報発信を担当す
る新たな地域おこし協力隊員が２名着任しましたの
でご紹介します。今後この３名が町内で活動してい
きますので、どうぞよろしくお願いいたします。

■藏前拓海 隊員
　愛別町の皆様こんにちは。地域おこし協力隊２年目
の藏前です。
　私は愛山地区でビーツを特産にするべく商品の管理、
レシピ作りなど特産振興に関わる活動を中心に行って
います。また愛山に住む高齢者宅の訪問、買い物ツアー
などの福祉支援とバス停など公共施設等の草刈りの環
境支援も行っています。
　今年度は新型コロナウイルスの影響で地域支援は制
限をかけての活動になりますが愛別町のため地域のた
めに頑張っていきたいです。また今年から２名の新し
い協力隊も加わったので力を合わせ愛別町をＰＲしてい
ければと思います。
　それでは今年も一年よろしくお願いいたします。

■谷合恵輔 隊員
　こんにちは、この度「地域おこし協力隊」として情
報発信やイベントなどの取材の仕事をすることになりま
した。谷合恵輔（たにあいけいすけ）と申します。現在
２４歳で誕生日が来たら２５歳になります。
　趣味は、柔道、サッカー、ゴルフ、カラオケ、散歩、
ギター、自然観察などです。出身は長崎県で、大学から
６年間は沖縄で生活していました。大学では、自然観察
のガイドのスタッフをしたり、ライフセービングもして
いた時期があります。大学卒業後は、小学校で臨時で１
年間教員をして、２年目は学童支援員をしていました。
そのころには子どもたちと一緒に「大魔王を倒せ」とい
う映画を作ったこともありました。また、それと同時に、
仲間たちと沖縄のゴルフを盛り上げるためにｙｏｕｔｕｂ
ｅでゴルフ動画を作りながら魅力を全国に発信していま
した。
　ですが少し心配事があり、私は寒い地域での生活を経
験したことがないため、冬がとても怖く、雪かきすらし
たことがないので知識もありません。もし接する機会が
あればアドバイスなどが欲しいです。また、私は、体が
大きくて体重も重いですが動きはまだまだ俊敏なので町
内を走り回りながら愛別町を盛り上げるために努力いた
します。何か盛り上げるための案やアイデアが思い浮か
んだら一緒に考えていきたいです。盛り上げるためには
どんどん体を張ってでも盛り上げたい勢いです。
　これからよろしくお願いいたします。

藏前隊員 谷合隊員 竹川隊員

　今年度より、愛山・愛山
町公区の集落支援員として、
奥 俊博が就任しました。
　よろしくお願いいたしま
す。

集落支援員から
　　のお知らせ

新集落支援員
奥 俊博

～ごあいさつ～



まちのできごと

　３月１９日に愛別小学校で卒業証書授与式が、
２４日に幼児センターで修了証書授与式が行われ
ました。休校で練習が思うように出来なかった
中での実施でしたが、園児・児童たちは式で立
派な姿を見せつつ、お世話になった先生方と別
れを惜しみました。

　４月１４日、ほうらい大学の入学式・始業式が
総合センターで行われました。今年度は新入生
５名を迎えた合計３９名が学びます。
　式の中では、学生代表の柳橋和男さんが「ほう
らい大学の学生としてこれからも学び続けて、
地域社会に貢献できるよう、頑張って活動して
いきたい。」と意気込みを述べ、１年間の学習に
意欲的に取り組んでいくことを誓いました。

　３月２９日、愛別川布引橋河川敷でサケの稚魚
放流が行われました。町内外の子どもや愛別釣
りクラブなど関係者２２人が集まり、サケの稚魚
を放流しました。
　これまで１６回実施してきたサケの稚魚放流
も、今年で最後となりました。今後も愛別川へ
遡上するサケの姿が見られるよう願って、参加
者たちは稚魚を川へ放しました。

ご奉仕に感謝申し上げます

　３月２６日、落雪事故防止のため、高齢者生

活福祉センターの雪下ろしと除排雪作業にご
奉仕されました北進開発株式会社様に対し、感
謝状を授与いたしました。
　この度のご奉仕により、施設利用者の安全確
保など、町の環境整備に寄与されましたことに
心から感謝を申し上げます。



お し ら せ
●
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
導
入
補
助
事
業

▽
対
象
住
宅

　
自
ら
居
住
す
る
住
宅
ま
た
は
店
舗
併
用

住
宅
、
町
内
に
新
設
、
既
設
ま
た
は
建
築

予
定
の
住
宅

▽
対
象
経
費

　

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
本
体（
未
使
用

品
）
、
設
置
費
用

▽
補
助
金
額

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
…
21
万
円
を
上

限（
７
万
円/

kw
）

※
千
円
未
満
端
数
切
捨
て

▽
受
付
期
間

９
月
30
日
ま
で

●
住
宅
耐
震
改
修
補
助
事
業

▽
対
象
住
宅

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
さ
れ

た
自
ら
が
居
住
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
ま

た
は
店
舗
併
用
住
宅

▽
対
象
経
費

・
対
象
住
宅
の
耐
震
診
断
に
か
か
る
費
用

・
耐
震
診
断
の
結
果
、
耐
震
性
能
が
十
分

で
な
い
場
合
の
耐
震
改
修
工
事

▽
補
助
金
額

・
耐
震
診
断
…
５
万
円
を
上
限

・
耐
震
改
修
工
事
…
30
万
円
を
上
限

※
千
円
未
満
端
数
切
捨
て

▽
受
付
期
間

　
５
月
18
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で

※
各
補
助
事
業
の
申
請
様
式
は
、
愛
別
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
課
建
築
係

　
☎
６
‐
５
１
１
１
（
内
線
２
５
３
）

民
間
住
宅
の
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
導
入
補
助
事
業・

　
　
　
　
　
　
住
宅
耐
震
改
修
補
助
事
業
を
実
施
し
ま
す

　
自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は
、
令
和
２

年
６
月
１
日（
月
）
で
す
。

▽
納
税
通
知
書
に
つ
い
て

　

納
税
通
知
書
の
発
付
日
は
、
５
月
７
日

（
木
）
で
す
。
お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
は
、

札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部
課
税
担
当

（
下
記
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
納
め
る
場
所

道
内
の
金
融
機
関
・
郵
便
局
、
総
合
振
興

局
・
道
税
事
務
所
の
窓
口
の
ほ
か
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
納
税
が
で
き
ま
す
。

▽
口
座
振
替
納
税
に
つ
い
て

　
自
動
車
税
種
別
割
の
納
税
は
、
簡
単
便
利

な
口
座
振
替
を
ご
利
用
で
き
ま
す
。
お
申
し

込
み
は
、
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部
口

座
振
替
担
当
（
下
記
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

▽
納
税
に
関
す
る
ご
相
談

や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
期
内
に
納
税
で
き

な
い
な
ど
、
納
税
に
つ
い
て
の
ご
相
談
は
、

上
川
総
合
振
興
局
納
税
課
（
下
記
）
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
自
動
車
税
ス
マ
イ
ル
納
税
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
実
施
中

　
北
海
道
の
自
動
車
税
種
別
割
を
納
期
限
ま

で
に
納
税
す
る
と
、
応
援
店
で
特
典
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は

「
北
海
道　
ス
マ
イ
ル
納
税
」
で
検
索
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部
課
税
担
当

　
☎
０
１
１
‐
７
４
６
‐
１
１
９
０

　
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部

　
口
座
振
替
担
当

　
☎
０
１
１
‐
７
４
６
‐
１
２
５
７

上
川
総
合
振
興
局
納
税
課　

　
☎
０
１
６
６
‐
46
‐
５
１
０
０

自
動
車
税
種
別
割
を
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う



　
「
か
み
か
わ
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
」

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
生
活
に
困
っ
て

い
る
方
の
相
談
窓
口
で
す
。

　
生
活
に
困
っ
て
い
る
が
誰
に
相
談
す
れ

ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
、
働
き
た
い
け
れ

ど
仕
事
が
見
つ
か
ら
な
い
等
、
生
活
や
仕

事
に
関
す
る
お
悩
み
を
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
相
談
は
無
料
で
、
個
人
情
報
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。
ま
ず
は
電
話
ま
た
は
メ
ー
ル

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

自
立
相
談
支
援
事
業
所・

　
か
み
か
わ
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
６
６‐
38
‐
８
８
０
０　

℻  
０
１
６
６‐
33
‐
０
０
２
１

　
メ
ー
ル

anshin@
kam

ikaw
a19.hokkaido.jp

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://kam
ikaw

a19.hokkaido.jp

生
活
・
仕
事
の
悩
み
を

　
　
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
を

計
画
期
間
と
す
る
「
第
８
期
愛
別
町
高
齢

者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を

策
定
す
る
に
あ
た
り
、
町
民
の
皆
様
の
ご

意
見
を
計
画
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
次
の

と
お
り
策
定
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▽
募
集
人
数

　
被
保
険
者
代
表
３
名

　
（
令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
、
満
40
歳
以

上
の
町
民
の
方
）

▽
応
募
資
格

　
高
齢
者
福
祉
や
介
護
保
険
制
度
に
関
心

を
お
持
ち
の
方
で
、
平
日
夜
間
の
会
議
に

出
席
が
可
能
な
方

▽
任
期

令
和
２
年
６
月
（
予
定
）
〜

　
　
　
　
　
　
　
令
和
５
年
３
月
末
ま
で

▽
応
募
締
切

　
５
月
22
日
（
金
）

■
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

　
☎
６
‐
５
１
１
１
（
内
線
１
４
４
）

愛
別
町
高
齢
者
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
策
定
委
員

　
　
　
　
　
　
を
募
集
し
ま
す

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、
道
税
を
一
時
的
に
納
税
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
納
税
が
猶

予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▽
徴
収
の
猶
予

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
納
税
者

（
ご
家
族
を
含
む
）
が
、
り
患
さ
れ
た
場
合

な
ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関

連
す
る
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
該
当
す
る
場

合
は
、
徴
収
の
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
が

発
生
し
た
施
設
で
消
毒
作
業
が
行
わ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
備
品
や
棚
卸
資
産
を
廃
棄
し
、

相
当
な
損
失
が
生
じ
た
場
合

②
納
税
者
ご
本
人
ま
た
は
ご
家
族
が
病
気
に

か
か
っ
た
場
合

③
納
税
者
の
方
が
営
む
事
業
に
つ
い
て
、
や

む
を
得
ず
休
廃
業
し
た
場
合

④
納
税
者
の
方
が
営
む
事
業
に
つ
い
て
、
利

益
の
減
少
に
よ
り
著
し
い
損
失
を
受
け
た
場

合▽
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予

道
税
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、

事
業
の
継
続
ま
た
は
生
活
の
維
持
を
困
難
に

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
な
ど
一
定
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予

制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
上
川
総
合
振
興
局
納
税
課

　
☎
０
１
６
６
‐
46
‐
５
１
０
０

　
道
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
「
道
税　
納
税
の
猶
予
」
で
検
索

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
納
税
が

　
　
困
難
な
方
に
対
す
る
道
税
の
猶
予
制
度
の
お
知
ら
せ

●労働条件・解雇
　☎０１６６‐９９‐４７０４
●安全衛生
　☎０１６６‐９９‐４７０５
●労災補償・労働保険加入、納付
　☎０１６６‐９９‐４７０６
●総合労働相談コーナー
　☎０１６６‐９９‐４７０３

▷受付時間
　月～金曜日　８時３０～１７時１５分
（土日祝日、年末年始は
　　　　　　　開庁していません）

旭川労働基準監督署の
電話番号が変わりました

４月１日から



☆改正された健康増進法が、2020年 4月 1日から全面施行されました
　２０１８年７月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。このことで、望まない受動喫煙を
防止するための取り組みが、マナーからルールへと変わりました。国は、健康への影響が大きい子ども
や患者の方に特に配慮し、より一層の健康リスクの低減を実現する社会へ向けた法整備を進めています。

☆受動喫煙とは
　タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」
に分かれます。副流煙には主流煙と同じく体に有害な成分が含まれていて、ニコチン、タール、一酸化
炭素などの成分量は主流煙よりも多いといわれています。この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い
込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。

☆タバコは自身とまわりの人の健康を奪います
　喫煙が、がんや脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気を引き起こすことは広く知
られていますが、受動喫煙にさらされると同様にそのリスクを高めます。また、妊婦や赤ちゃんにも悪
影響を及ぼすことがわかっています。タバコに含まれる有害物質や発がん物質は、喫煙者自身の健康を
奪うだけでなく、家族や友人、職場の同僚など、大切な人の健康も奪います。

☆上手に禁煙するために、禁煙外来を活用しましょう
　「長年タバコを吸っているから、今さら禁煙しても変わらないでしょ」と思っていませんか？禁煙を
続けることができれば、タバコでダメージを受けた体も徐々に健康に近づいていきます。
一定の要件を満たせば、禁煙治療に健康保険等が適用され、医療費の自己負担も軽くなります。禁煙は、
自分一人ではなかなか達成できません。病院のサポートを受けながら、禁煙してみませんか？上手に
禁煙するために、禁煙専門外来にご相談ください。

■禁煙専門外来の情報はこちらから
　北海道医療機能情報システムホームページhttps://www.mi.pref.hokkaido.lg.jp

▷移動健康相談中止のお知らせ
５月１３日（水）に予定していた移動健康相談は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止と

いたします。
■問い合わせ先　　保健福祉課保健推進係　☎６-５１１１（内線１４３）

▷日程・場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・原則毎月第２水曜日 
 １３時３０分～１６時のうち１時間程度
・上川合同庁舎内　上川保健所
　（旭川市永山６条１９丁目１‐１）
▷担当医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　上川保健所嘱託医　
　猪俣光孝医師（旭川圭泉会病院副院長）

▷その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・相談は無料です。
・事前予約が必要です。相談日の２日前（その週の月
曜日）までに上川保健所に連絡をしてください。
・秘密は厳守いたします。
■連絡・問い合わせ先
　北海道上川保健所健康推進課健康支援係
　☎０１６６-４６-５９９２（直通）

北海道上川保健所　精神保健相談のご案内
　上川保健所では、こころの健康に関する困りごとを抱える方やご家族の方を対象として、
精神科医師による健康相談を行っています。



大人の風しん抗体検査・予防接種について

▷対象者
　昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの
男性
※昭和 37年４月２日～昭和 47年４月１日生まれ
の男性へ、４月にクーポン券をお送りしています。
※昭和 47年４月２日～昭和 54年４月１日生まれ
の男性には、昨年クーポン券をお送りしています。
▷クーポン券の有効期間
　２０２１年（令和３年）３月まで
※昨年お送りしたクーポン券についても有効期限が
１年延長されましたので、上記期間までお使いいた
だけます。
▷町内の実施機関
　国民健康保険愛別町立診療所　☎６‐５０３１

※町外の医療機関でも受けることができます。詳細
については、下記問い合わせ先へご連絡ください。
（厚生労働省のホームページでも確認できます。）
▷その他
・受診の際は、事前に医療機関へお問い合わせする
ことをおすすめします。
・抗体検査は、特定健診や職場の健康診断で受けら
れる場合があります。詳細については、各健診機関
等にお問い合わせください。
・町では、任意接種の助成を行っております。詳し
くは、下記へお問い合わせください。

■問い合わせ先
　保健福祉課保健推進係　☎６‐５１１１（内線１４３）

　平成３０年の成人男性の風しんの全国的な流行を受けて、昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日生ま
れの男性が、風しんの定期予防接種の対象者となりました（令和４年３月３１日まで）。ワクチンの効率的
な活用のため、まずは風しん抗体検査を受けていただき、抗体価が低い方が予防接種の対象となります。
　あなた自身と、まわりの人を助けるため、ぜひ、この機会に抗体検査をお願いします。

令和２年度 高齢者等の肺炎球菌ワクチン定期接種のお知らせ
▷接種対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
愛別町に住民登録のある方で、①もしくは②の方

が定期接種の対象です。
①令和２年度中に下記の年齢になる方

②接種当日に６０歳から６５歳未満の方で、心臓、腎
臓、呼吸器、免疫等の機能障がい（身体障害者手帳
１級相当）を有する方
※対象となっている方には、４月中に個別に予診票
をお送りしています。

※ただし、過去に任意接種を含め、２３価肺炎球菌
ワクチンを受けたことがある方は対象外となりま
す。
▷自己負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　２,７００円（医療機関の窓口でお支払いください）
※生活保護世帯の方は無料です。免除券をお渡しし
ますので、事前に役場までお越しください。
▷実施期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　令和３年３月３１日まで
▷接種が受けられる医療機関　　　　　　　　　　　 
　国民健康保険愛別町立診療所、比布町立ぴっぷク
リニック、上川医療センター、旭川市内の医療機関
※詳細は接種を希望する医療機関にご確認くださ
い。
▷接種の際の持ち物　　　　　　　　　　　　　　　 
・健康保険証、運転免許証等の住所・氏名・年齢が確
認できるもの
・予診票（藤色）
▷その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　今年度の定期接種対象者以外の方で、接種を希望
される方には、町で任意接種の助成を行っておりま
す。詳しくは、下記問い合わせ先までご連絡くださ
い。
■問い合わせ先
　保健福祉課保健推進係　☎６-５１１１（内線１４３）

６５歳になる方 昭和３０年４月２日生～　　　　　　　３１年４月１日生
７０歳になる方 昭和２５年４月２日生～　　　　　　２６年４月１日生
７５歳になる方 昭和２０年４月２日生～　　　　　　　２１年４月１日生
８０歳になる方 昭和１５年４月２日生～　　　　　　　１６年４月１日生
８５歳になる方 昭和１０年４月２日生～　　　　　　　１１年４月１日生
９０歳になる方 昭和５年４月２日生～　　　　　　　６年４月１日生
９５歳になる方 大正１４年４月２日生～　　　　　　　１５年４月１日生
１００歳になる方大正９年４月２日生～　　　　　　　１０年４月１日生



　
明
治
44
年
５
月
17
日
の
昼
ご
ろ
、
愛
別

町
で
は
現
在
の
本
町
地
区
、
北
町
地
区
を

含
む
市
街
地
の
大
半
が
焼
失
す
る
大
火
災

が
発
生
し
ま
し
た
。
た
き
火
の
残
り
火
が

強
風
に
あ
お
ら
れ
て
草
屋
根
に
燃
え
移
っ

た
こ
と
が
原
因
で
す
。
以
来
、
愛
別
町
で

は
こ
の
火
災
が
発
生
し
た
５
月
17
日
を「
火

防
デ
ー
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
時
季
は
空
気
が
乾
燥
し
火
災
が
発

生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
少
し
の
気
の
ゆ

る
み
が
一
瞬
に
し
て
大
切
な
生
命
や
財
産

を
奪
っ
て
し
ま
う
火
災
に
つ
な
が
り
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が
防
火
意
識
を
高
め
、
火
災

の
発
生
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

▽
住
宅
防
火
い
の
ち
を
守
る

　
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　
〜
３
つ
の
習
慣・
４
つ
の
対
策
〜

●
３
つ
の
習
慣

・
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

・
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か
ら
離
れ

た
位
置
で
使
用
す
る
。

・
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と
き
は
、

必
ず
火
を
消
す
。

●
４
つ
の
対
策

・
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火
災

警
報
器
を
設
置
す
る
。

・
寝
具
、
衣
類
及
び
カ
ー
テ
ン
か
ら
の
火
災

を
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
品
を
使
用
す
る
。

・
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、
住

宅
用
消
火
器
を
設
置
す
る
。

・
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る

た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力
体
制
を
つ
く
る
。

５
月
17
日
は「
火
防
デ
ー
」
で
す

　
消
防
法
第
13
条
の
23
の
規
定
に
よ
る
危
険

物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者

の
令
和
２
年
度
第
１
回
保
安
講
習
が
次
の
と

お
り
開
催
さ
れ
ま
す
。

▽
受
講
対
象
者

　
①
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
の
う
ち
、
危
険
物
の
取
扱
作
業
に

従
事
し
て
い
る
方
は
、
都
道
府
県
知
事
等
が

行
う
保
安
に
関
す
る
講
習
を
受
け
た
日
以
後

に
お
け
る
最
初
の
4
月
1
日
か
ら
３
年
以
内

に
講
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
従
っ
て
、
本
年
度
は
平
成
30
年
３
月
31
日

以
前
に
受
講
さ
れ
た
方
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

②
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
て
い
な

か
っ
た
方
が
、
従
事
す
る
事
と
な
っ
た
場
合

に
は
、
従
事
す
る
事
と
な
っ
た
日
か
ら
１
年

以
内
に
受
講
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

▽
開
催
日

　
７
月
15
日
（
水
）・
16
日
（
木
）

▽
講
習
会
場

　
道
北
経
済
セ
ン
タ
ー
ビ
ル

　
（
旭
川
市
常
盤
通
１
丁
目
）

▽
講
習
区
分

　
一
般
・
給
油
取
扱
所

▽
受
講
申
請
書
の
受
付
期
間

　
受
講
希
望
日
の
10
日
前
ま
で

▽
申
込
方
法

　
受
験
案
内
・
申
請
書
は
愛
別
消
防
署
に
あ

り
ま
す
。

　
☎
６
‐
５
５
０
９

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
の
ご
案
内

●
自
衛
官
候
補
生

▽
応
募
資
格　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

         

　
日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の
１
日

現
在
18
歳
以
上
32
歳
以
下
の
男
女

▽
受
付
期
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

           
　
年
間
を
通
じ
て
行
っ
て
い
ま
す

※
採
用
予
定
数
に
達
し
た
場
合
は
実
施
し
ま

せ
ん
。

▽
試
験
期
日　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
６
月
14
日（
日
）・
15
日（
月
）

　
い
ず
れ
か
１
日

▽
試
験
会
場　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

      

　
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
先

　
自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
北
地
区
隊

　
☎
０
１
６
６
‐
54
‐
５
６
１
７

　
役
場
総
務
企
画
課
総
務
係

　
☎
６
‐
５
１
１
１（
内
線
２
１
５
）

自
衛
官
等
募
集
案
内



ご
み
の
野
焼
き
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　

事
業
所
や
家
庭
で
行
う
ご
み
焼
き
＝

「
野
焼
き
」
を
行
う
と
、
大
量
の
黒
煙
や

悪
臭
が
発
生
し
ま
す
。

　
ま
た
、
野
焼
き
は
焼
却
設
備
を
使
用
し

た
時
よ
り
も
燃
焼
温
度
が
低
く
、
焼
却
の

過
程
で
一
酸
化
炭
素
や
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
等

の
化
学
物
質（
環
境
ホ
ル
モ
ン
）
の
発
生

を
抑
制
で
き
な
い
た
め
、
廃
棄
物
の
処
理

お
よ
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
一

部
の
例
外
を
除
き
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
家
庭
ご
み
は
、
生
ご
み
を
堆
肥
化
す
る

な
ど
減
量
化
に
努
め
、
町
で
決
め
ら
れ
た

曜
日
お
よ
び
分
別
方
法
に
従
っ
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
事
業
活
動
に
伴
っ
て
出
さ
れ
る

産
業
廃
棄
物
は
北
海
道
知
事
の
許
可
を
得

た
業
者
に
処
分
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
野
焼
き
と
は　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

    

　
野
外
で
木
く
ず
、
紙
く
ず
、
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
な
ど
の
廃
棄
物
を
焼
却
設
備
を
使

わ
ず
に
燃
や
す
こ
と
を
い
い
ま
す
。
地
面

に
穴
を
掘
っ
て
の
焼
却
、ド
ラ
ム
缶
焼
却
、

ブ
ロ
ッ
ク
積
み
焼
却
や
簡
易
焼
却
炉
に
よ

る
焼
却
行
為
は
野
焼
き
と
同
じ
行
為
に
な

り
ま
す
。

▽
野
焼
き
に
よ
る
罰
則
に
つ
い
て　
　
　

      

　

廃
棄
物
の
焼
却
禁
止
に
違
反
し
た
場

合
、
５
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
１
千
万

円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
そ
の
併
科
に
処
せ

ら
れ
ま
す
。

▽
野
焼
き
の
例
外
行
為
に
つ
い
て　
　
　

     

①
落
ち
葉
焚
き
な
ど
軽
微
な
焼
却
行
為

②
稲
わ
ら・
田
畑
法
面
の
草
の
焼
却
な
ど

　
営
農
上
必
要
な
行
為

③
風
習
・
慣
習
・
宗
教
上
必
要
な
焼
却
行

為④
災
害
時
の
応
急
対
策

※
こ
れ
ら
の
場
合
で
も
事
前
に
必
ず
消
防

や
役
場
へ
連
絡
し
、
周
囲
に
迷
惑
の
か
か

ら
な
い
よ
う
十
分
配
慮
し
ま
し
ょ
う
。

※
雪
解
け
後
の
４
月
後
半
か
ら
５
月
末
に

か
け
て
は
、
空
気
の
乾
燥
に
加
え
枯
葉
・

枯
れ
草
が
多
い
こ
と
か
ら
野
火
・
山
火
事

の
発
生
し
や
す
い
時
期
と
な
り
ま
す
。

　

火
の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
税
町
民
課
生
活
環
境
係

　

☎
６
‐
５
１
１
１（
内
線
１
１
２
）

　

長
き
に
わ
た
り
消
防
団
長
と
し
て
尽
力

さ
れ
ま
し
た
本
田
光
輝
氏
が
令
和
２
年
３

月
31
日
付
け
で
退
任
し
、
令
和
２
年
４
月

１
日
付
け
で
消
防
副
団
長
を
務
め
て
い
ま

し
た
片
桐
政
明
氏
が
第
８
代
愛
別
消
防
団

長
に
就
任
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
消
防
副
団
長
に
は
柴
田
充
則
氏

が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

本
田
光
輝
団
長
が
退
任
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
片
桐
政
明
氏
が
新
団
長
に
就
任

愛
別
消
防
団

■
本
田
光
輝
前
団
長
退
任
あ
い
さ
つ

　
令
和
２
年
３
月
31
日
付
け
を
持
ち
ま
し

て
、
愛
別
消
防
団
長
を
退
任
い
た
し
ま
し

た
。

　
在
任
中
は
、
公
私
に
わ
た
り
格
別
の
ご

厚
情
を
賜
り
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
後
任
の
片
桐
消
防
団
長
に
は
、
愛
別
消

防
団
の
発
展
と
地
域
の
皆
様
の
期
待
と
信

頼
を
得
る
よ
う
頑
張
っ
て
頂
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
今
後
は
、
一
町
民
と
し
て
地
域
の
安
全

を
守
る
心
意
気
を
持
っ
て
、
生
活
を
営
ん

で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
片
桐
政
明
新
団
長
就
任
あ
い
さ
つ

　
本
田
光
輝
前
団
長
の
ご
勇
退
の
後
を
う

け
、
令
和
２
年
４
月
１
日
付
け
を
持
ち
ま

し
て
、
愛
別
消
防
団
長
に
命
じ
ら
れ
ま
し

た
。
近
年
、
社
会
環
境
の
変
化
に
伴
い
、

消
防
団
員
の
確
保
が
難
し
く
な
り
、
ま
た
、

地
域
防
災
力
の
低
下
が
懸
念
さ
れ
て
お
り

ま
す
が
、「
自
分
た
ち
の
地
域
は
、
自
分
た

ち
で
守
る
」
と
い
う
郷
土
愛
護
の
精
神
で
、

訓
練
等
の
実
施
に
よ
り
知
識
と
技
術
の
習

得
に
努
め
、
団
員
一
丸
と
な
っ
て
災
害
の

な
い
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
、
邁
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　
何
卒
、
前
任
者
同
様
格
別
な
る
ご
厚
情

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。



後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の お 知 ら せ
～制度の見直しについて～

■均等割の軽減割合が見直しされました
　保険料均等割軽減の割合が、次のとおり見直しされました。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
【令和元年度】

軽減割合
【令和２年度】

３３万円（かつ、被保険者全員が所得０円）
※年金収入のみの場合、受給額８０万円以下 ８割軽減 ７割軽減

３３万円 ８．５割軽減 ７．７５割軽減

■均等割２割・５割軽減の範囲が見直しされました
　保険料均等割軽減のうち、２割・５割軽減にかかる所得判定基準が、次のとおり見直しされました。
【令和元年度】

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

３３万円＋（２８万円×世帯の被保険者数） ５割軽減

３３万円＋（５１万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

【令和２年度から】

■令和２年度の保険料の計算方法
　保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」
の合計で計算します。

均　等　割
【一人当たりの額】
５２，０４８円

所　得　割
【被保険者本人の所得に応じた額】

（令和元年中の所得－３３万円）×１０．９８％

１年間の保険料
【限度額６４万円】
（１００円未満切り捨て）

■令和２年度の年間保険料額の例

年金収入 均等割
軽減 令和２年度 前年度比

８０万円 ７割 １５，６００円 ５，６００円増

１６８万円 ７．７５割 ２８，１００円 ４，７００円増

１９６万円 ５割 ７３，２００円 ２，６００円増

１９６．５万円 ５割 ７３，７００円 １２，５００円減

２１９万円 ２割 １１４，１００円 ４，１００円増

２２０万円 ２割 １１５，２００円 ５，９００円減

夫の
年金収入

均等割
軽減 令和２年度 前年度比

８０万円
夫

７割 １５，６００円 ５，６００円増
妻

１６８万円
夫

７．７５割
２８，１００円 ４，７００円増

妻 １１，７００円 ４，２００円増

２２４万円
夫

５割
１０３，９００円 ３，７００円増

妻 ２６，０００円 ９００円増

２２５万円
夫

５割
１０５，０００円 １１，４００円減

妻 ２６，０００円 １４，１００円減

２７０万円
夫

２割
１７０，１００円 ６，１００円増

妻 ４１，６００円 １，５００円増

２７２万円
夫

２割
１７２，３００円 ３，９００円減

妻 ４１，６００円 ８，６００円減

●単身世帯の場合
●夫婦２人世帯（ともに被保険者）で、
　妻の年金収入が８０万円以下の場合

■問い合わせ先
　・税町民課　国民健康保険係
　　☎６‐５１１１（内線１１６）
　・北海道後期高齢者医療広域連合
　　☎０１１‐２９０‐５６０１

※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。 
　所得とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。
●１年間の保険料の賦課限度額が、６２万円から６４万円に見直しされました。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

３３万円＋（２８万５千円×世帯の被保険者数） ５割軽減

３３万円＋（５２万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

令和２年度の保険料額は、７月に個別にお知らせします。



北海道美深高等養護学校あいべつ校便り 第７７号「転出・転入職員挨拶」

長 野  藤 夫
（校長）

加 藤  勝 浩
（事務主任）

異動先：北海道美唄養護学校
「楽しい日々をありがとうござ
いました」
　教師にとっての最大の喜び。
それは、生徒が成長する様子を
見ること。
　一人一人の歩みはそれぞれで
すが、誰もが一歩また一歩。
　そんな皆さんに、感謝！

異動先：北海道浜頓別高等学校
　あいべつ校での２年間は、
アッと言う間に過ぎてしまいま
した。
　熱心な先生や保護者、そして
愛別町の皆様方に支えられたお
かげでそう感じているのだと思
います。大変お世話になりあり
がとうございました。

高 橋  愛 香
（教諭）

異動先：北海道星置養護学校
　愛別町のたくさんの方々に支
えられ充実した４年間でした。
本当にありがとうございまし
た。

若 林  裕 也
（実習担任教諭）

　愛別に来て６年、定年退職と
なりました。
　約４２年に渡り幸せな教育人
生でした。ありがとうございま
した。

転出者挨拶～お世話になりました～

児
こ
 玉
だま
  倫
のり
 政
まさ

（校長）

山
やま
 形
がた
  洋
ひろ
 美
み

（教諭）

前任校：北海道星置養護学校
　星置養護学校から着任いたし
ました。あいべつ校では毎日勤
務しておりませんが、つながり
を大切にしていきます。よろし
くお願いいたします。

前任校：小清水町立小清水中学校
　初めての校種ですが、１日も
早く新しい環境に慣れたいと思
います。精一杯頑張りますので
どうぞよろしくお願いいたしま
す。

下
しも
 﨑
ざき
   進
すすむ

（実習担任教諭）

前任校：北海道旭川商業高等学校
　４９歳になる私ですが、新しい
環境にドキドキです。頑張りま
すのでよろしくお願いいたしま
す。

田
た
 中
なか
  靖
やす
 子
こ

（養護教諭）

前任校：旭川市立東鷹栖中学校
　自然豊かなあいべつ校に勤務
できることを楽しみにしていま
した。これからどうぞよろしく
お願いいたします。

転入者挨拶～よろしくお願いします～

助
すけ
 安
やす
 由
ゆ
紀
き
子
こ

（事務主任）

前任校：北海道旭川東高等学校
　初めての特別支援学校で不慣
れではありますが、お役に立て
るよう頑張りますので、よろし
くお願いいたします。



Hello, everyone! How are you doing? It`s been a long time since I last wrote 

to you. The past few months had been hard. The coronavirus has caused 

serious damage to the world economy and claimed thousands of lives.

みなさん、こんにちは！お元気ですか？原稿を書くのは久しぶりです。ここ数か月は大変な事態でした。コ
ロナウイルスは世界経済に深刻な被害をもたらし、何千人もの命を奪いました。
　一時は学校が閉鎖されました。企業は深刻な影響を受けています。旅行プランはキャンセルされました。最
初の発生が中国で報告されたとき、私はパンデミックに繋がるとは思いませんでした。今月、夫と私は妹の結
婚式に出席するため実家に帰る予定でしたが、渡航制限によりフライトがキャンセルされました。妹も結婚式
を延期しなければなりませんでした。
　私たちは、フィリピンの家族や友人を心配しています。２週間以内に１６０人以上がこの病気で亡くなりま
した。病気を診察した医師でさえ感染し、倒れました。私たちの政府は立ち直ろうと奮闘しています。全国的
な封鎖のため、何千人ものフィリピン人が働けなくなりました。その結果、家庭によっては、生き残るために
国からの支援物資を今も頼っています。フィリピンの現状は気になりますが、日本のような国がCOVID-１９（新
型コロナウイルス）を治療するための最良の薬を見つけてくれることに期待しています。
フィリピン、日本、そして世界がこの病気を克服できることを願っています。感染者の症状が和らぐように前
向きに考え、そして、祈り続けましょう。このような時でも、皆さんが健康で元気であることを願っています。　

We are worried for our families and friends in the Philippines. More than 160 have died from the disease within 

a span of two weeks. Even doctors who attended to the sick got infected and succumbed to the disease. Our 

government is struggling to get back up on its feet. Thousands of Filipinos have been unable to work because of 

the nationwide lockdown. As a result, several families are now relying on relief supplies from the government to 

survive. The current situation in the Philippines is worrisome but I find comfort in the fact that countries like Japan 

are rushing to find the best drugs to treat COVID-19. 

Schools have shut down. Businesses have been badly affected. Travel plans 

have been cancelled. When the outbreak was first reported in China, I didn`t expect it would soon progress into a 

pandemic. My husband and I were supposed to go home this month to attend my sister`s wedding but our flight 

got cancelled due to travel restrictions. My sister also had to postpone her wedding.

I hope that the Philippines, Japan and the rest of the world can finally defeat this disease. Let`s all remain positive 

and pray for the healing of the sick. I wish everyone good health and strength during this difficult time.



３月末現在・（）内前月比
男 １,２６３ （－５）
女 １,４６０ （＋１１）
計 ２,７２３ （＋６）
世帯数 １,３７３ （＋２５）

※「戸籍の窓」欄
への掲載の申し
込みは、各届出
時に税町民課戸
籍町民係へお申
し出ください。

■おくやみ
行政区 死　亡　者 満年齢 死亡月日
中央町２区 　宿　南　さだ子　さん ９４ ３月２３日
愛山６区 　柏　倉　三喜男　さん ７６ ３月２８日
南町４区 　北　村　ナツ子　さん ９３ ４月８日
豊里４区 　田　中　ト　ヨ　さん ７３ ４月１２日

■うぶごえ
行政区 あかちゃん 誕生日 保護者

伏古 木戸場　紳
しんいちろう

一郎　くん ３月３０日 春助さん・しおりさん

～比べないのは当たり前、みんなで上がろう愛の地域（ぶたい）～

きたよん相談日開設中止のお知らせ

障害者差別解消法
　　　　　　（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）①

～比べないのは当たり前、みんなで上がろう愛の地域（ぶたい）～

■相談窓口・問い合わせ先
・上川中部基幹相談支援センター　　当麻町３条東２丁目１１番１号（当麻町役場内）
☎：０１６６-８４-７１１１　FAX：０１６６-８４-７３３３　メール：kitayon@potato.ne.jp
・虐待防止センター専用電話　☎：０１６６-８４-７２２２（２４時間対応）

　５月のきたよん相談日は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止といたします。

●「障害者差別解消法」ってなに？
　障がいによる様々な差別を取り除くことによって、障がいの有無によって分け隔たれることなく共に
生きる社会をつくりあげることを目指し、平成２８年４月１日から始まりました。
●障害者差別解消法に書かれている「差別」とは？
　障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりす
るような行為をいいます。また、障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり
過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

※社会的障壁とは
　障がいのある方にとって生活を送る上で妨げとなるものを指します。
　例えば①通行・利用しにくい道路・階段などの施設や設備
　　　　②利用しにくい制度、難しい漢字ばかりの書類
　　　　③障がいのある方に配慮していない慣習・文化
　　　　④障がいのある方への偏見　　などがあげられます。

★職員の異動
　令和２年３月３１日をもちまして、選任職員の多津美聡が選任期間を終えて愛別町へ異動しました。
新たに４月１日より選任職員として上川町より中山誠が配属になりました。みなさんよろしくお願いい
たします。

（次号へ続きます）

■問い合わせ先
　保健福祉課福祉係　☎６-５１１１（内線１４２）



よろしくお願いいたします
～令和２年度新規採用職員～

石 川  琴 実
（保健福祉課）

お世話になりました
～令和２年３月３１日付退職職員～

　４月１日付けの人事異動に伴い、職員の事務分担
が次のとおりとなりました。なお、今回の異動箇所
を　　　　　で表示しています。

　

乙 竹   陸
（産業振興課）

宮 﨑 万由有
（教育委員会）

草 野 由依奈
（税町民課）

齊 藤  万 愛
（総務企画課）

山 村  美 勝
（教育委員会）

山 中 富士男
（総務企画課）

及 川   宏
（幼児センター）

小川ちひろ
（幼児センター）

荒 井 美千子
（保健福祉課）

半 沢 奈央美
（幼児センター）

朝 倉　 信
（教育委員会）





■発行・編集
　愛別町総務企画課政策企画室
　広報統計係
　〒０７８-１４９２
　北海道上川郡愛別町字本町１７９番地
　☎０１６５８-６-５１１１（代表）
■印刷
　㈱井田印刷工房

□ホームページ
　http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/
□Ｅメール
　aibetsu@town.aibetsu.hokkaido.jp

　町内各所に、取材のため写真撮影にお伺いさせていただいています
（担当職員は『広報』の腕章を付けています）。撮影した写真は広報紙に
掲載させていただくほか、町のホームページやフェイスブックにも掲載
させていただきます。また、動画を撮影させていただく場合もあります。
撮影した動画は旭川ケーブルテレビポテトで放送している「きのこの里
あいべつトピックス」で使用させていただきます。ご理解とご協力のほ
どよろしくお願いいたします。

写真撮影にご理解・ご協力をお願いいたします

愛別町ホームページ・旭川ケーブルテレビ「ポテト」では
　　　　　　　　　『広報あいべつ』がカラーでご覧いただけます！
　『広報あいべつ』は、愛別町ホームページでも公開している他、旭川
ケーブルテレビポテトでも５月から放送します。放送時間は「きのこの
里あいべつトピックス」終了後ですので、詳しい時間帯は番組表でご確
認ください。
　ホームページおよびポテトの番組内では、写真をカラーで掲載してい
ますので、ぜひそちらもご覧ください。


